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（補足資料） 

 

介護等体験の実施に係る留意事項【大学用】 

 

１ 実施要綱「８－（４）介護等体験の日程変更等」について 

（１）社会福祉施設等より日程変更の希望がある場合は、社会福祉施設等から大学等へ 

    直接連絡がありますので、体験日を調整してください。調整後、社会福祉施設等より

「介護等体験（辞退・変更）届」（様式４－①）が提出されます。 

（２）社会福祉施設等より休止等の理由で受け入れが困難になった場合は、大学等へ直接

連絡があります。その後、社会福祉施設等より「介護等体験（辞退・変更）届」（様式

４－①）が提出されます。同時に、社会福祉施設等から石川県社会福祉協議会にも 

報告されますので、新たな受入先の調整を行います。 

 

２ 実施要綱「８－（５）証明書の発行」について 

（１）証明書の「施設の長の名及び印」欄の記入については、石川県教育委員会から県内

の大学等に対して、次のように指導が行なわれております。 

  ① 施設長名のみではなく、必ず役職名も併せて記載してもらってください。 

  ② 「印」については、原則として公印とします。ただし、施設によっては公印のな

いところもあり、その場合は施設長の私印となります。 

 

３ 実施要綱「９－（３）学生に対するオリエンテーション等での指導」について 

（１）学生にオリエンテーション等を通じ、介護等体験のための指導と援助を行うにあた

っては、次の資料を参考にしてください。 

① 『第５版・よくわかる社会福祉施設－教員免許志願者のためのガイドブック―』 

（発行：全国社会福祉協議会出版部 TEL ０３－３５８１－９５１１） 

② 『介護等体験の実施について（参考資料）』 

（平成１５年４月文部科学省初等中等教育局教職員課） 

③ 『介護等体験の円滑な実施について』 

（平成１２年１２月１４日付 １２教第１０の１号各国公私立大学長等あて文部

省教育助成局教職員課長） 

 

４ 実施要綱「９－（５）社会福祉施設等への事前連絡」について 

（１）社会福祉施設等において、受入準備や体験プログラムの検討を行なう際の参考資料 

として、体験する学生は事前に「事前連絡票（プロフィール）」（様式３）の提出が 

必要となります。遅くとも、体験２週間前までには、体験先の社会福祉施設等へ提出

してください。 

 

５ 実施要綱「９－（６）介護等体験申込書提出後の辞退及び体験する社会福祉施設等が

決定した後の変更」について 

（１）原則として辞退および変更は認められません。 
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（２）ただし、学生よりやむを得ず、辞退・変更の希望があった場合は、大学等と社会 

福祉施設等で直接体験日等を調整し、調整後に「介護等体験（辞退・変更）届」（様式

４－②）を体験先の社会福祉施設等と石川県社会福祉協議会へ提出してください。 

なお、他の日に体験日を変更する場合は、５日間の体験となるように調整してくだ

さい。 

 

６ 実施要綱「１０－（１）介護等体験の費用の払込み先（指定金融機関口座）」について 

（１）指定金融機関口座 

北國銀行 県庁支店 普通預金 口座番号 ００３７６７ 

フク．イシカワケンシャカイフクシキョウギカイ リジチョウ アタカタテキ 

社会福祉法人石川県社会福祉協議会  理事長 安宅建樹 

 

７ 介護等体験の中止について 

（１）「介護等体験の円滑な実施について」（平成１２年１２月１４日１２教第１０の１号 

各国公私立大学長等あて 文部省教育助成局教職員課長）に、「介護等体験中の学生の

態度に著しい問題があり、施設利用者に不利益を与えるおそれがある場合には、当該

学生の介護等体験を中止することもあり得ること」と明記されており、体験時の状況

等により、途中で中止となることがあります。 

（２）介護等体験の中止について、社会福祉施設等の担当者等から連絡があった場合には、

まずは学生より状況確認等を行なった後に、学生の意思や本人の状況などを勘案し、

今後の体験について学生等と相談してください。 

また、「介護等体験（辞退・変更）届」（様式４－②）を体験先の社会福祉施設等と

石川県社会福祉協議会へ必ず提出してください。 

 

８ その他 

（１）毎年夏季休暇中に体験希望が集中する傾向がありますが、希望が一定期間に集中す

ると調整が難しくなり、遠方の施設を紹介する等の可能性がでてきます。それを避け

るためにも、夏季休暇中以外の時期（週）も希望にいれていただきたくお願い申し上

げます。 

（２）学生の体験受入にあたって、受入決定施設より大学に対し、契約書・協定書等の 

締結が体験前に求められる場合があります。 

契約書・協定書等の締結については、各大学の状況に応じてご判断願います（不明

な点がある場合は、石川県社会福祉協議会までお問い合わせください）。 

 

石川県社会福祉協議会 

石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター 

〒920-0935 金沢市石引４丁目１７番１号 

石川県本多の森庁舎１階 

  TEL 076-234-1151／FAX 076-234-1153 

 


